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中小企業地域資源活用促進法の 

一部改正について 
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地域資源を活用した中小企業の事業活動を促進し、地域活性化を図るため、平成１９年に制定。 
 ①都道府県が地域の特産物（農産品、鉱工業品、文化財や自然風景等の観光名所）を「地域資源」として指定。 
 ②中小企業が「地域資源」を活用して商品やサービスを開発する事業計画を策定。これを、国に提出し、認定を受
ければ、以下の支援措置を活用できる。 

地域資源法の従来の仕組み 

事例１：地域資源「恵那栗」を活用した栗和洋菓子 

事例2：地域資源「新潟米」を活用した米粉入りパスタ 

医療分野向けの特殊冷凍技術で、「旬の味」の
通年販売を可能とし、地元農家との連携で高品
質の新ブランドを確立。名古屋市内への販売に
加えて、首都圏における店舗展開でも実績を上
げ、年間売上10億円。 

輸入小麦の代替品として米粉に着目し、米粉
入り生パスタの開発に挑戦。「米粉100%」への

作り手発想のこだわりを捨て、消費者嗜好に
合わせて「美味しさ」を追求。メディアで紹介さ
れたことやモチモチした食感が好評で、県内
スーパーから首都圏などにも販路を拡大。年
間2.5億円売上を達成。 

夏栗きんとん 
 「栗観世」 

（株）恵那川上屋(岐阜県恵那市) 

米粉パスタ 

（株）小国製麺（新潟県胎内市） 

主な支援措置 

新事業創出支援事務局（中小企業基盤整備機構） 

●事業相談窓口 
●専門家による事業計画ブラッシュアップ支援 
●認定事業のフォローアップ支援 

信用保証の特例 
●普通保証等の別枠設定 
 普通保証（２億円）、無担保保証（８０００万円）、 
 特別小口保証（１２５０万円）等に加え、別枠で同額を保証 
●新事業開拓保証の限度枠拡大 
  限度額を２億円から４億円に拡大 

補助金（地域産業資源活用支援事業） 

●認定計画に沿って取り組む経費の一部を補助 
 補助率：２／３以内、上限金額：3000万円／件（～26年度） 

日本政策金融公庫による融資制度 

●認定計画に基づく設備資金又は運転資金を低利融資 
  中小企業事業：特利③、国民生活事業：特利Ｃ  
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機密性○ 

・人口1000人弱の山村。 
・林業が衰退する中、農協の組合長が中心となり、
ゆず加工品を開発。 

・全国向けテレビCM（村が半額補助）で、村の知名
度も上がり、年商30億円、雇用100人創出。 

・安価な海外製品との競争で産地は疲弊。 
・市の後押しで、工業組合が有名デザイナーをディレク
ターに起用し、国内外にPRし、産地のブランド化に成功。 

・最近では、「今治タオル」のショップや工房館が観光ス
ポットとなる等、産業観光にも発展。 

佐藤可士和の
デザインした 
ロゴマーク ※今治のタオルメーカーは現在約120社、従業員数は約2,500人 

・国、県、市の支援の下、組合、事業者が「甲州ワイ
ン」のブランド化に取り組み、英国人マスターを顧
問として、本場ロンドン市場に進出。 

・市は「原産地認証制度」や「甲州ブドウ栽培奨励補
助金」、「ワインで乾杯」の条例化等で支援。 

・ゴールでワインが振る舞われる「甲州フルーツマラ
ソン」等、ワインツーリズムにも展開。 

テレビCMで村も有名に 
 

甲州ワイン 

市がワイン普及を支援、観光にも展開（山梨県甲州市） 

小さな村の農協が商品開発、年商30億まで成長 
（高知県馬路村） 

有名デザイナーを使って産地をブランド化（愛媛県今治市） 

一方で、地域資源法の認定を受けた取組以外にも、地域の多様な関係者が連携した面的な取組により、地域資源の魅力を活かし
た地域ブランドによる地域活性化に取り組んでいる事例がある。 

地域資源法の課題と認定を受けていない「地域ブランド」の事例 

「地域ブランド」成功へのカギとして以下の共通要素が見出せる
のではないか。 
①地域を挙げた面的な取組（地域に密着し、中小企業・小規模事業者にとって

最も身近な市町村を始め、地域の関係者が総力戦で「地域ブランド」作りに面的に取り組む
体制） 

②消費者志向（域内では当たり前でも、域外の視点から、その「地域ならでは」の地
域資源の魅力を捉え直し、外部人材の力も借りながら、ブランド力向上により販路拡大） 

③地域の魅力で人を呼び込む（農産品や工芸品など、多様な地域資源の魅力
で、地域に人を惹きつけ、域内消費につなげる） 

④キーパーソンの存在（地域ブランド戦略を描き、商品開発から販売まで、関係者
を巻き込みながら、地域の取組をリードするプロデューサー役の活躍） 

○これまでの認定事業の殆ど（９５％超）が、個社の取組にとどまり、地域ブランドの創出に至っていない。 
○売上も少額（約6割が1000万円未満）のものが多く、販路開拓や情報発信を課題とする事業者が多い。 

○そのため、地域経済への波及効果は限定的。 
○一方、地域資源は全国津々浦々に豊富にあり（約14,000）、地域資源を活かしたビジネス発展の余地大。 
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国 
事業者を認定し、関係省庁（経、総、農、国、厚等）が連携支援 ＜市区町村に対する施策＞ 

○総務省 
地域の元気創造プラン：28億円【27年度】 
地域おこし協力隊 等 
○厚生労働省 
実践型地域雇用創造事業：58.6億円【27年
度】 

＜事業者・消費者に対する施策＞ 
○経済産業省（56億円） 
ふるさと名物応援事業（ふるさとプロデュー
サー育成支援事業を含む）：40億円【26補正】
＋16億円【27当初】 
○農林水産省（35億円） 
６次産業化ネットワーク活動交付金：12億円
【26補正】＋23億円【27当初】 
○国土交通省 
道の駅による地方創生拠点形成 
○観光庁（9億円） 
広域観光周遊ルート形成促進事業： 3億円
【26補正】＋3億円【27当初】 
観光地魅力創造事業：3億円 

各省庁の関連施策と連携 

地域資源活用支援事業計画の創設 
一般社団・一般財団・ＮＰＯ法人が商品開発や販路
開拓・情報発信等を支援 

各事業に参加する協力者の創設 
消費者ニーズを把握している小売・ネット事業者 

市区町村（ふるさと名物応援宣言） 

 

中小企業・小規模事業者 
 

農業体験や産業観光等を支援対象事業に追加 

地域資源を活用して新商品・サービスを開発、販路開拓等 

市区町村の積極的関与を法定 

・都道府県の地域資源の指定に対する提案 
・地域資源を活用した事業活動を支援するための融資 
・地域資源を活用した事業活動の促進のための施策を策定・実施 

地域をあげて応援 

 ・中小企業信用保証の特 
  例 
 ・食品流通構造改善促進 
  法 による債務保証の特 
  例（農水省） 

中小機構による高度
化融資等の特例 

消
費
者 

改正② 
販売力強化 

改正① 
市区町村 
の関与 

地域団体商標の特例（登
録手数料の半減） 

改正③ 
体験型観光 

販売 

情報 
発信 

地域へ 
呼込み 

支援 
協力 

地域の取組 

地域産業資源を活かした 「ふるさと名物」をテコに地域活性化を図るため、 
①市区町村が「ふるさと名物応援宣言」する等積極的な関与により地域ぐるみの取組を促進 
②小売・ネット業者等との連携、 ③体験型観光への支援追加 
により消費者嗜好に合った商品開発・販路開拓等を促進する。 

都道府県 
地域産業資源を指定 

地域資源法改正の概要 
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拡充される支援措置の概要 

 
○補助金：中小企業者のグループが、連携・共同して地域産業資源を活用した商品・サービスの開発製造、販路開拓等を行
う際の経費を補助（補助率２／３）  ※２７年度事業では、個社でも複数でも、上限500万円／年、補助率２／３ 
 
○地域団体商標の登録料等の減免：組合等が、事業計画に基づき、地域団体商標の登録を受ける際の登録料・手数料を減
免（出願料：12,000円→6,000円、登録料：37,600円→18,800円、登録更新料（10年ごと）48,500円→24,250円）  
※今通常国会で成立した特許法等の一部を改正する法律により、登録料等の引下げを予定。（登録料37,600円→28,200円→（半額）14,100円、
登録更新料48,500円→38､800円→（半額）19､400円）（区分数１の場合） 
 
○市町村による高度化融資： 複数の中小企業者（グループ、組合等）が、事業計画を実行する際に必要な土地、設備等に対
し市町村が融資する場合、（独）中小企業基盤整備機構が市町村に無利子又は低利で融資 
 

①複数の中小企業者の共同した取組を支援強化 

■地域産業資源活用支援事業を実施する一般社団法人等に対する支援（新規） 

②地域産業資源を活用した商品等の需要の開拓に取り組む中小企業者に対する支援  

※これまでと同じく、事業計画が認定を受けていることが条件 

■中小企業者による地域産業資源活用事業への支援（拡充） 

○補助金： 市場調査や広報（マーケティング）、展示会への出展やアンテナショップの運営等、「ふるさと名物」の販路開拓の
ための取組（市場ニーズについて生産者へのフィードバックを含む）にかかる経費を補助。  
 
  

○補助金： 地方の中小企業者（生産者）と都市部の小売事業者等をつないだり、アンテナショップの運営、ブランド戦略の策
定等により、中小企業者による商品開発・販路開拓を支援する一般社団法人、一般財団法人、ＮＰＯ法人の取組（地域産業
資源活用支援事業」）を認定し、取組に要する経費を補助（補助率２／３） 
 
○信用保証の特例：認定地域資源活用支援事業を実施する一般社団法人等を中小企業者とみなし、信用保証の保証対象と
する。 
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市町村（ふるさと名物応援宣言） 

・地域の実情に通じ、様々な関係者との連携の軸となり 

 うる市町村が、地域を挙げて「ふるさと名物」を 

 応援することを宣言。 

・宣言には、①地域のプロフィール、②応援する「ふる 

 さと名物」、③活用される「地域資源」、④自治体に 

 よる具体的な支援策等を記載。 

補助金 

全
国
へ
情
報
発
信 

情報発信 

人材育成 

 優先的に研修へ参加  優先的に採択  

「ミラサポ」通じて発信 
 各市町村の「ふるさと名物
応援宣言」を一元的に情報発
信します。 
 経済産業局（経産局）、中
小機構等の支援事業を通じて、
「ふるさと名物」の認知度向
上を後押しします。 
※「ミラサポ」は、中小企業庁の  
 ポータルサイト 

ふるさとプロデューサー育成事業 

 地域の関係者を巻き込み、地域の特色を活かした産品の開
発や販路開拓、ブランド化等の取組を進める中核的人材を育
成するため、実績のある「ふるさとプロデューサー」の下で、
３０日、１００日程度のOJT研修を実施します。「ふるさと
名物応援宣言」をした自治体関係者は、当研修に優先的に参
加できます。  
※優先採択に当たっては、「ふるさと名物応援宣言」が中小企業庁が定める基準
に合致したものとして、原則、中小企業庁がウェブサイトで当該「ふるさと名物
応援宣言」を公表していることが条件となります。 

 

ふるさと名物応援事業 

 「ふるさと名物応援宣言」の対象と
なっている地域資源活用事業計画に対
し、国の「ふるさと名物応援事業」
（事業者に対する補助金）において、
優先的に採択します。 
※優先採択に当たっては、「ふるさと名物応援宣
言」が中小企業庁が定める基準に合致したものとし
て、原則、中小企業庁がウェブサイトで当該応援宣
言を公表していることが条件となります。 
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ふるさと名物応援宣言 
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